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一、関会 (進行)   格 本  書 え因究明体制準進に関するPT座長
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1.本プロジェク トチームの進め方について

2.有裁者ヒアリング
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～その第一歩として、′

1ヽ 児虐待押上のために
`1ヽ児死亡全例 にAi迪用を」
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Ai情報研究率4室長 0医師  海 堂  尊 民
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二、閉   会
関係省庁等出席者

内 閣 府
安森・死因究明等推進会議事務局事務局長井上・死因究明等推進会議事務局参事官
川上 。死因究明等推進会議事務局参事官

警 察 庁
大賀・刑事局捜査第一課長

法 務 省
久木・刑事局刑事課長、松村・刑事局付、松本・刑事局付

文部科学省
村田・高等教育局医学教育課長

厚生労働省
大坪 。医政局総務課医療安全推進室長、田原 。医政局医事課長、蓑原・医政局医事課長補佐、
中田・医政局医事課長補佐、小椋・医政局歯科保健課長補佐、小畑 。医政局歯科保健課歯科保健医療調整官
川鍋・雇用均等 ,児童家庭局総務課長補佐、伊藤・雇用均等・児童家庭局総務課調整係長
木下・雇用均等・児童家庭局母子保健課長補佐



Ⅵ .消費者、生活安全、

法務
日力の暮らしを守るため、自民党は生活

者・消費者の視点に立った施策を実行する

とともに、治安対策を充実さt家 族の絆

を深める取り組みを行いま丸 法令を遵守し

た企業統治改革を推進し、公平 。公正。透

明な市場を形成しま丸

181 消費者保護・育成施策の充実

消費者庁創設時の理念に立ち返り、真に消費者目線に立っ

た行政機能の強化を図りま九

司令塔としての消費者庁、監視機能としての消費者委員会、

センターオブセンターとしての国民生活センターの、それぞれの

機能を充実させま九

食の安全。安心を図るための「食品表示の一元化」や少額

多数被害者の救済策として「集団的被害者救済制度」を整備

しま丸

「消費者教育」を推進すること■ だまされない消費者のみ

ならス 社会的な役割を負っている主体的に自立した消費者を

育成し、公董 持続可肯ヒな社会環境をつくりま九

182 適正な規模 の小 日金融市場 の実現 と真の

返済困難者の救済

2006年 12月の改正貸金業法の成立 2010年 6月 の同法

の完全施行という一連の流れの中■ 市場の収縮・マクロ経

済への悪影響、新種のヤミ金の暗躍、返済困難者の放置といつ

た様 な々影響が顕在化していま丸 そのため、上限金利規制、

総量規制といった小日金融市場に対する過乗」な規制を見直す

ことによって利用者の利便性を確保しま丸 同時に、多重債

務者に対する支援体制を強化するとともに、ヤミ金融業者の

摘発強化、適正業者の育成を図り、健全な借り手と健全な貸

し手による適正な規模の小口金融市場の実現と真の返済困難

者の救済を目指しま九

:写

儡 :i

整備し、情報収集・分析のための体制を強化・拡充しま丸

184「第 2次犯罪被害者等基本計画」の

着実 な推 進 と新 たな犯罪被 害者

補償制度の確立

平成 23年度から計画期間 5カ 年の「第 2次犯罪被害者等

基本計画」の着実な推進を図りつつ、犯罪被害者が、被害

を受ける前の平穏な生活を取り戻すことができるよう、新たな

犯罪被害者補償制度の確立を目指しま丸

185 矯正教育の充実

刑務所等での矯正教育の充実を図る観点から、介助犬や

盲導犬育成プログラムを導入し、再犯防止を図るとともに、刑

務所等出所者の社会復帰を支援しま丸

186 交通事故死者数を半減

現在、年間5つ、弱の交通事故死者数を半減させるよう飲

酒運転の根絶、高齢者の交通事故対策、高度道路交通シス

テム(ITSlの 推進により安全性を高めるための安全運転支

援システムの実現なと 総合的な交通安全対策を推進しま丸

187 自殺対策の強化

わが国における自殺死亡者数は、平成 10年以降3万人を

超える高い水準で推移していま九 自殺者の減少を図るため

産業医・専Fヨ医、心理職への紹介ゝ 健康診断で精神患者

チェックを盛り込む等、うつ病等の早期発見に向けた社会とし

ての対策を図りま丸 うつ病対応力を持つ精神科医師、精神

保健福祉士等の活用を検討しま丸

さらに、

「

矩 も多くの命を救うため、まず都市部における

0183 r合
的な治安対策の強化

平成20年に策定した「世界一安全な国をつくる3つの宣言」

により、犯罪に強いまちづくりの推進、振り込め詐欺の撲滅、

りE罪被害者の支払 生活の安全・安心を脅かす事業への対処、

凶悪犯罪への対処、インターネット利用を合めたサイパー空間

の安全確保、組織犯罪対策、銃器・薬物対策、客観的証拠



自民党政調 死因究明体制推進に関するPT 講演 2013/04/188:00AM 自民党本部 7階 707号 室

死因不明社会を解消する一その第一歩として小児虐待抑止のために小児死亡全例にAiを
独立行政法人放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター・Ai情報研究推進室室長  海堂尊

1 日本が死因不明社会になったわけ

日本が死因不明社会になったのは、死因究明制度の目的と手法が時代にそぐわないためである。解剖の
実施総数は減少 し続け、2010年 の司法解剖数は8014体 、行政解剖は 1万 1069体 。病理学会剖
検輯報に登録された病理解剖数は2012年 で 1万 3783体 にすぎない。

一方、死者は2008年 が 114万 人だったのが、 2012年 は 124万 人と激増 している。このよう
に死者数が激増する中、実施総数が減少し続けている解剖を主体とした死因究明制度に固執 し続けると、
日本の死因究明制度は早晩破綻 してしまうだろう。
【手法の問題点】

日本の死因究明制度は解剖がベースだが、解剖は実施率は3%以下である。施行率 2%台の検査を制度
の土台にしたらシステムは稼働 しない。解剖は遺体を損壊 し、現状が破壊され再検査ができない、遺族の
心情を害する等の欠点もある。実施人員も警察関係で法医学者が百余名、医療関連では病理専門医が二千
名弱と少数でかつ、法医学者と病理医の間には社会制度上の連携はない。

捜査現場で実施される司法解剖は、経費は支払われるが、市民に対する情報公開の原則がない。
医療現場で実施される病理解剖は、遺族への説明はされるが、費用拠出がされていない。

【目的の問題点】

解剖を実施 しても死因判明率は 80%、 5人 に 1人は死因が判明しないため、死因究明制度の目標を死
因の究明自体におくと、絶対到達できず、評価は適当になってしまう。

2 死因不明社会解消のための処方箋

死亡時画像診断 (Ai)と は遺体にCT、 MRI等 の画像診断機器を用い医学診断することである。 日
本には2011年 現在、CTl万 2420台 、MR16155台 が設置されている、世界に類をみない画像
診断機器インフラ大国である。そのため適切な実施費用を投入し、Aiを優先実施するシステムを構築す
れば、Ai実施数は爆発的に増加するだろう。

【手法の解消策】

Alを優先実施する死因究明システムを構築すれば、死因不明社会は解消される。Alは 非破壊検査な
ので解剖の前に実施 しても解剖に悪影響はなく、む しろ事前の医学情報が増えプラスになる。Ai診断は

臨床医や放射線専門医が行い、結果は遺族と市民社会に公開されるシステムを構築すればよい。
また、警察が扱う異状死体の初期検索には検死官による検視が、医師の立ち会いの下実施され、その後

医師が検案を実施、死体検案書を作成する。この流れに従えばAiは検視領域ではなく検案領域に置かれ
るべきだろう。診断業務が医師にしかできないので当然の結論である。 しかし現在、警察主導で実施され
ているAlに関 しては、情報が検案医に伝えられないという状況が出来 している。それは捜査情報非公開
の原貝りという壁により出現 した問題点だが、死因を過度に隠匿すれば死因不明社会は助長される。

死因は捜査情報ではないというコンセンサスを徹底させれば、すべての状況は好転するだろう。
【目的の解消策】

死因究明の目的を、「死因究明」から「遺族と市民社会の納得」とシフ トする。最強の死因検査法である
解剖でも死因究明率が八割 しかない以上、「死因を必ず究明する制度」は実現不可能である。「遺族と市民
社会の納得」という目標は、死因が究明できなくても達成できる。死因究明率はCTで三割、MRIで 六
割と言われ解剖より低いが、死因が判明しなくても、事件性は低いと判明すれば納得する遺族もいるだろ
う。市民社会が望む、こうしたきめ細かい対応は、旧来の解剖主体システムでは実現できない。

3 第一歩として、小児死亡例全例にAlの 実施を

日本では十四才以下の小児は年間五千名亡くなっている。一部は肉親による虐待死だが実数は不明であ
る。しかも虐待所見は解剖では見落とされやすい。診断基準の所見「昔の骨折痕」は解剖では検出できず、
司法解剖が虐待の証拠を見逃 した実例もある。また愛児を亡 くした直後の遺族に遺体を損壊する解剖を申
し出ることは医療従事者として大変な精神的ストレスとなるし、事件性が確信できなければ強制できない。
実際、虐待 した両親の八割は解剖要請を拒否 しているという報告もある。 しかしAiな らこうした問題は
解消する。全例実施とすれば、虐待を疑われているという両親の疑念も解消される。

小児科学の領域では死亡例は全例解剖すべし、という金科玉条が謳われてきたが、現在の社会ではこれ
は実施不可能である。だがAiな らば全例実施は実現できる。検査料は年間二億五千万円、周辺システム
の整備を併せても年間五億円あれば日本全国の小児死亡例全例のAi実施、ならびにデータ集積システム
の構築が可能である。ちなみに東京都監察医務院は、東京都二十三区内の異状死解剖を引き受けているが、
予算額は年間約十億円と仄聞する。その半分で日本全国の小児の死亡症例に対する、地域格差のない均質
な検査が可能になるのである。

2009年 、日本医師会は「小児全例にAiを実施すべし」と提言 し、 2011年 5月 には厚生労働省
によるAi検討会においても同様の提言が、参加委員全員の同意を得て最終報告書に盛 り込まれている。
小児死亡例全例にAiを、という提言は今や国民の幅広い支持を受けていることは間違いない。



死因不明社会を解消する

一その第一歩として小児虐待抑止のために

小児死亡全例にAiを

自民党政務調査会 死因究明体制推進に関するプロジェク ト

チーム   2013/04/18(木 )8:00-9:00AM 自民党本部 7階 7

07号室

行政法人放射線医学総合研究所重粒子
医科学センター 。AJ青報研究推進室

海堂尊

日本の年間死者は現在 125万人 (2011年 )
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警察庁刑事局捜査第一課に報告があった解剖実施数 (2010年 )

肇察が扱う異状死体 17万 1025体

1司法解音11 8014体 (4.7%)
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検視は検視官 (または検事の委託を受けた警察官)が
医師の立ち会いの下で実施する。
医師は検視に立ち会うが、途中から検案業務へ移行する。
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2011年 の死者は、 125万 3千人。
肇察が扱った異状死体は 17万 4千件   (全 死者の 13.8%)。

司法解剖 8591件(警察が扱う遺体の4.9%、 全死者の0.6%)
Ai 5065体  (警察が扱う遺体の2.9%)

全死者に対する実施率は医療現場の把握ができず算出不能 )

参考

検案取 り扱い数 3万 5千体 (2012年 7月～ 9月 )

内訳   監察医が 6500体 、 19%。
大学法医学教室 2000体 で 5%強。
警察医 1万 6千体、 45%を 実施。
搬送先の病院医師に依頼  8700体 、 25%
主治医が現場に同行  1100体 、 3%。

日本の死因究明制度を現場で担っているのは実は臨床医である。



小児の場合は、特にAiが有用

① 亡くなつたのが小児の場合、解割を勧め

るのi力b情的にきわめて難しい。

② Aiなら遺体損壊しないので、受容される

④A:なら、忌避する理由がなくなる

③ 虐待していない親は、Aiを勧めると、

虐待を疑われているのかと心証を書する。

④A:を小児全例に実施する、と決めれば、

、Jヽ児科医の精神的なストレスはなくなる

2012年 6月 、死因究明関連二法案が国会で議決された。
自民・公明共同提案の通称「死因究明等の推進に関する法律」は、
時限立法で死因究明の枠組を決めるもので、「死因究明推進法」と呼ばれる。
現在、内閣府が主導し月一回、検討会が開催されている。
民主党推進の「肇察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

案」、通称「警察関連死因究明法」は聖察の実地用の法律。2013年 4月か
ら実施されるため、施行令を策定するにあたり2013年 2月 に警察庁がパブ
リックコメン トを募集した。
どちらも議員立法だが、二法は情報公開について条文に記載がない、冤罪の素
地になりかねないものだった。

このため議決にあたり、自民党議員が中心になつて遺族に対する情報公開を
担保するようにという付帯決議が可決された。

付帯決議   3.遺 族など不安の緩和又は解消に資するよう、警察及び海
上保安庁は、死体を引き渡した遺族に対し死因その他参考になるべき事項の説
明を行うと共に、当該遺族から調査等に係る記録等資料を提供するよう求めが
あつた場合には、その要請に応えること。

2012年 秋 自民党政権公約
141 医療安全に資する死因究明制度の検討 (前略)死 亡時
画像診断システム整備事業の推進等、必要な財政支援についても検討します。

4

きわめて

な提言。

ロ

小児全例にAi実
施を義務づける。

年間 5000例
予算年間 5億。

③ 虐待した親は、親の心情を振りかざし、

解割を忌避する



「肇察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案」
通称「警察関連死因究明法」

第五条 肇察署長は、前条第一項の規定による報告又は
死体に関する法令に基づく届出に係る死体
(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)

について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する
必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から
体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物
又は毒物に係る検査、死亡時画像診断 (磁気共鳴画像診断装置
その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を
撮影して死亡の原因を診断することをいう。第十三条において同じ。)

その他の政令で定める検査を実施することができる。 (下線、筆者 )

(守秘義務等)第七条 前条第三項の規定により解剖の実施の委託を
受けた法人又は機関の役員若しくは職員又は
これらの職にあった者であって、当該解剖の実施に関する事務に
従事したものは、当該事務 1二 関して知り得た秘密を漏らしてl」lならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が、同項に規定する事務によって
得られた医学的知見を公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは
研究のために活用することを妨げるものではない。

Aiセンター分布図 2013
(平成25年 4月現在 )

※ 全国10か所の大学病院等に設置

札幌医大

1噸

千葉大



Aiは透明性・

にとつて有益な検査である。

支持も高い。

、公平性の高い、

したがつて市民社会からの

Aiプリンシブヽ
1)Aiは医療の終点に置き、医療従事者が診断し、費用
は医療費外から医療現場に支払われる。その結果は、遺

族と市民社会に公開されることを原則とする。
2)Aiによる死因診断には限界があるということを社会

認知させた上、Aiで死因確定できなかつた場合、解剖適

用を推奨する。



Alに よつて小児虐待所見を発見した症例

虐待、関節内Aレ 生後2ヶ月、女児

解剖ではわからない関節内ガス

(陰圧になった証拠)


